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 下記により企画競争を伴う随意契約により、事業を実施するので、希望があれば公募に参加さ

れたい。 

 

記 

 

１ 応募方法等 

  別紙１「令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務に係る企

画競争応募要領」による。 

 

２ 契約締結等 

別紙２「委託契約書（案）」による。 

 

３ 問合せ 

問合せ・質問については、以下において受け付けます。なお、審査の経過、他の提案者に関

する事項、審査に当たり特定の者にのみ有利になる事項等については、お答えできません。 

〒100-8952 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省林野庁森林整備部森林利用課森林集積推進室森林集積企画班 

電話番号：03-6744-2126 

メール：shinrin_keieikanri（☆）maff.go.jp ※（☆）を＠に変更してください。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙１） 

 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務に係る企画競争応募要領 

 

第１ 総則 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務（以下「本事業」という。）

に係る企画競争の実施については、この要領に定める。 

 

第２ 事業目的  

森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）に規定された所有者不明森林等の特例措置（同法第２章

第２節に係る特例措置。以下「特例措置」という。）の活用を含む所有者不明森林の集約化のための

ガイドラインの改訂並びに、森林境界明確化の事務を担う市町村担当者等の知識を深めることを目的

とした研修教材の作成及びそれらを用いた研修を通じて、市町村等の支援を行い、森林経営管理制度

等の全国的な活用を促進し、森林の集積・集約化を図る。 

 

第３ 事業内容 

○事業概要 

 特例措置の活用に向け、所有者不明森林等の特例措置活用促進に係る検討委員会を運営し、所有者

不明森林の解消に向けて活用可能な各種法制度等及び、ケーススタディとして取り上げる事例を整理

し、ガイドラインの改訂案の作成を行う。また、航測法による森林境界明確化に係る研修教材等を作

成し、市町村職員等を対象とした研修を行う。 

 

○事業の具体的内容 

１ 所有者不明森林等の特例措置等活用に係るガイドライン改訂業務 

（１）ガイドライン改訂の方針 

   「所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン（令和８年４月）」では、森林

経営管理法に基づく特例措置を中心として解説を行うとともに、その他法制度の活用につい

ては簡単に記載している。その他法制度については、単独又は森林経営管理法と組み合わせ

て活用することで、より効果的・効率的に所有者不明森林の解消に資することも期待される

ことから、その他法制度に係る解説、ケーススタディ等を充実させる。 

（２）自治体担当者等及び学識経験者への意見聴取及び基礎資料の作成 

ケーススタディの地区に選定した都道府県及び市町村並びに自治体を支援する組織の関係

者から、特例措置活用状況を含め、森林経営管理制度の取組状況及び所有者不明森林の解消

に向けた取組等に関する情報を収集し、ガイドラインの改訂に向けた基礎資料を作成する。

なお、選定する地区については、候補を選出して林野庁へ提案することとし、林野庁担当官

と協議の上、決定する。 

（３）所有者不明森林等の特例措置等活用促進に係る検討委員会の運営 

令和６年度～令和７年度の検討委員会の議事、資料及び上記１（１）の方針（２）の資料

等を踏まえ､特例措置を始めとする各種法制度の活用など所有者不明森林等に対応するための

ガイドラインの改訂、森林経営管理制度等の効果的な運用の検討等を目的とし、検討委員会

の運営を行うこととする。 

ア 検討委員会の運営方針の検討 

  １（２）による意見聴取及び基礎資料の作成結果も踏まえ、１（５）のガイドライン改

定案の作成に向けて、検討委員会において具体的に取り上げるべき議題について検討す

る。その結果について林野庁担当官と協議し、検討委員会の運営方針を決定する。 

イ 委員の委嘱・謝金等及び自治体職員の旅費の精算 



   

検討委員会は、造林、森林経営、防災分野等の森林・林業を専門とする者のほか、森林

経営管理制度を運用する地方公共団体の職員、財産権等に関する法律の専門家等の外部委

員６名（うち１名を委員長とする。）程度を含めるものとし、林野庁担当官と協議の上、

決定し､受託者が委員の委嘱を行うこととする。 

また、外部委員の所属組織において規定がある場合にあってはその規定に、規定がない

場合にあっては農林水産省の規定に基づき、検討委員会に係る旅費・謝金の支払等の精算

事務を行うこととする。なお、旅費は、妥当な範囲で実費相当額を払えることとする。 

加えて、東京で開催する検討委員会２回については、ケーススタディとして扱う市町村

等（１回につき２団体程度を想定）の職員を招聘することから、上記委員と同様に、旅費

の支払等の精算事務を行うこととする。 

ウ 検討委員会の日程調整・会場確保等 

検討委員会の開催に当たり、上記イで委嘱した委員及び林野庁担当官との日程調整を行

うとともに、会場（東京都特別区内とする。）を確保するものとする。検討委員会は計３

回の開催を基本とする。ただし、現地検討を含めた地方開催を実施する場合には、現地検

討に要する資機材の確保（借上げバスの確保等）や当該費用の精算も行うこと。 

なお、検討委員会は原則としてビデオ会議を併用する対面開催とするが、議事の内容等

も踏まえつつ、林野庁担当官及び委員との調整の下で､ビデオ会議形式での開催や書面開催

（書面上での意見聴取）とする場合もある。 

エ 検討委員会資料の作成・意見調整 

上記１（２）の情報等を基に、林野庁担当官と調整の上、検討委員会の議事を検討し、

資料を作成・印刷する（図表を含むものはカラー印刷を基本とする。）こととする。 

また、各検討委員会の開催に当たっては、議事運営を円滑に行うため、資料を電子媒体

等で事前に配布するとともに、必要に応じて委員へ個別のヒアリングを実施するなど、検

討委員会の場以外での意見調整にも努めるものとする。 

この他、追加の資料について、林野庁担当官が別途作成、印刷、配布を指示する場合に

対応すること。 

オ 検討委員会の運営 

会場の設営、資機材の確保等を行うとともに、検討委員会の議事進行及び資料の説明を

行うものとする。また、会議の運営に係る一切の経費について受託者にて精算を行うこと

とする。 

カ 議事録等の作成 

各回の議事録及び概要を作成し、発言者の確認を得るとともに、検討委員会資料及び実

施状況（写真等）を整理するものとする。 

（４）特例措置に関する研修等での質問事項に対する回答案の作成 

    林野庁が別途実施する特例措置に関する研修等において、研修生からの現場の課題等を

踏まえた質問事項等に対して、回答案を作成した上で、必要に応じて検討委員会に諮るも

のとする。また、質問内容と回答について、必要に応じてガイドラインに盛り込むことを

検討する。 

（５）ガイドライン改訂案の作成 

上記１（１）の方針、１（２）の資料及び１（３）の検討委員会の議事等を踏まえ､林野庁

担当官とも協議を行いつつ、「所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン」の

改訂案を作成する。 

（６）ガイドラインの印刷・配布 

上記１（５）で作成した改訂案を基に以下の仕様により、ガイドライン(冊子体)を作成す

るものとする。なお、委託費の執行状況を勘案し、契約額の範囲内において、資料の作成や



   

増刷を依頼する場合がある。林野庁担当官の指示に基づき、都道府県等に発送する。発送先

及び発送数については、林野庁担当官と別途協議すること。 

種類 サイズ等 ページ数 紙質等 数量 備考 

冊子 A4 判・製本 100 ページ程

度 

マットコート紙、 

カラー印刷 

2,500 部 編集作業あり 

 

２ 航測法による森林境界明確化に係る研修教材等の作成・研修実施業務 

（１）研修教材・資料作成及び演習教材の準備 

  ①研修対象者・内容 

   研修の対象者は、森林経営管理制度を担当する市町村職員（都道府県職員を含む。）、森

林境界明確化に取り組む団体職員等とすることを前提として資料作成等を行う。研修内容は

以下を含むものとし、林野庁と協議の上、決定する。 

  ア 森林境界明確化の概要・手法等（地上法、航測法、所有権界、施業界、筆界と所有権界

の違い、森林境界明確化の取組事例等） 

    地上法・航測法の作業工程や相違点。森林境界明確化で確定させる目的別（森林施業、

森林管理、登記）境界の種類。 

  イ 森林境界明確化と地籍調査との違いと連携 

    森林境界明確化と地籍調査との相違点・互換性。境界明確化成果の地籍調査への反映手

法、林務部局と地籍部局の連携。 

  ウ 測量の基礎（関係法令も含む。） 

    測量法の概要。測量（地籍調査）の基準。主要な測量機器の説明。リモートセンシング

データの説明。 

  エ 航測法による森林境界明確化の具体的な工程（演習を含む。） 

航測法による森林境界明確化の流れの説明。航測法で収集する基本資料の概要・取得先

の説明。GIS データの説明（ラスターデータ、ベクターデータ、シェープファイルなど）、

以下２（２）で作成する森林境界推測図作成のデモンストレーション映像（15 分程度）の

上映。 

 演習は、法務省登記所備付地図 XML データから公図合成図の作成、公図合成図とリモー

トセンシングデータを用いた森林境界推測、作成した森林境界推測図を説明会等で所有者

に理解・納得させるための研修生同士による合意形成の演習。 

   

  ②研修教材・資料等の作成・収集 

     上記①の研修のための研修生用の配布教材・資料及び講師説明用投影資料を作成する。 

具体的には、上記の研修内容を含む研修生用教材及び講師が研修時にプロジェクター等に

投影する研修生教材の要点をまとめた説明資料の作成、森林境界推測図作成のデモンストレ

ーション映像（具体的内容は（２）参照。）を作成するほか、必要な教材等を林野庁と協議

の上、決定する。 

また、GIS を用いて森林境界推測図を作成するとともに、作成した森林境界推測図を用いて 

森林所有者に対する説明・合意取得を行う演習を実施する。そのため、森林境界推測図の作

成演習に用いるための空中写真、リモートセンシングデータ、法務省登記所備付地図 xml 及

びその他森林境界推測図作成に必要なデータの収集・準備を行う。 

 

（２）森林境界推測図作成のデモンストレーション映像の作成 

航測法による森林境界明確化の具体的な工程及び今後の研修等で使用する森林境界推測図

作成のデモンストレーション映像（15 分程度）を作成する。デモンストレーション映像の内



   

容は、リモートセンシングデータや公図合成図等を GIS に表示させながら、解説を交えてリ

モートセンシングデータ等から境界を推測する作業をまとめたものとする。 

具体的には、林野庁「航測法による森林境界の明確化事業実施のマニュアル」の「5-2.リ

モートセンシングデータを用いた森林境界の推測」に該当する内容を想定している。 

なお、映像記録は、MPEG4 形式で DVD 等に格納して、林野庁担当官へ提出すること。 

 

（３）研修の実施 

①研修会場の確保 

   ５事業の実施スケジュール（目安）に基づき、具体的な日程を林野庁担当官と調整した上

で、以下の条件を満たす会場を手配するものとする。なお、本条件での会場の確保が困難な

場合や、交通及び宿泊の便を考慮した際に他に適当な会場がある場合は、林野庁担当官と協

議の上、会場を確保するものとする。 

ア 交通及び宿泊の便の状況に鑑み、下表の想定される主要駅から容易に到達可能な場所

（徒歩、地下鉄、バスその他の移動手段による移動時間の合計がおおむね 15 分以内であ

る場所）であること。 

イ 演習実施に伴う研修中の机や座席のレイアウト変更が可能であること。また、変更を

考慮して、研修生数の 1.5 倍程度の収容人数を有する広さであること。 

ウ 準備等を含め、少なくとも下表の使用時間が確保できること。連日で確保し、書類等

を置いたままにできることが望ましいが、保安上の理由等によりそれが困難な場合はこ

の限りではない。 

実施時期 令和９年 1 月  １泊２日 

（【1 日目】13:30～18:00【2 日目】 9:00～15:00） 

会場 東京１会場で実施（東京駅から 15 分圏内の都内主要駅） 

人数 40 名程度 

 

②研修生の募集及び連絡調整 

募集案内の案を作成して、林野庁担当官による確認の上、林野庁に提出する。林野庁か

ら、都道府県の森林経営管理制度担当部局等を経由して研修生を募集し、受託者が申込受付

を行うこととする。募集する研修生は 40 名を目安とし、募集結果が 15 名を下回る見込みの

際は、研修生の追加募集を行う場合がある。受付情報を元に、以下の業務を行うこととし、

一連の連絡調整は、電子メールを用いて行うこととする。 

・研修案内（日時、会場、持ち物等の案内）や研修生名簿・座席表などの関連文書の作成 

・研修案内や資料の関係者への送付 

・研修生及び講師等の関係者との連絡調整 等 

なお、研修生の旅費の支払及び宿泊所、食事の手配は要しない（研修生が自ら手配・費用

負担）。 

 

③研修の運営 

   ア 研修に必要な機材等の準備 

各会場について、研修に必要な以下の機材等を確保するものとする。なお、現地で貸出

を行っている場合は、これを活用して差し支えない。 

種類 数量等 備考 

机 40 台程度 ・演習実施に伴う研修中の机や座席のレイアウト変更ができるこ

と。複数人使用できる長テーブルでも可。 

・研修生及び講師、事務局の人数に応じて調整すること。 



   

椅子 40 脚程度 ・研修生及び講師、事務局の人数に応じて調整すること。 

名前ホルダ

ー 

40 個程度 ・名刺サイズの紙が入り、首からかけられるもの。 

・研修生の人数に応じて調整すること。 

ノートパソ

コン 

40 台程度 ・研修生及び講師、事務局の人数に応じて調整すること。 

・ブラウザ及び Microsoft Office、Google Earth を使用可能な

もの。 

・Q-GIS の推奨スペックを有していること。 

・講師用１台、研修生各 1 台が行き渡るようにすること。 

・無線 LAN でインターネットに接続できること。 

マウス 40 台程度 ・ノートパソコン台数分を用意すること。 

GIS ソフト PC と同数 ・Q-GIS の使用を想定 

森林境界推

測図作成に

必要となる

リモートセ

ンシングデ

ータ等 

一式 ・空中写真、リモートセンシングデータ、法務省登記所備付地図

XML データ等 

※リモートセンシングデータ及び法務省登記所備付地図 XML は、

G 空間情報センターで無料公表しているデータの使用を想定

し、当サイトから入手するところからの手順も演習に含める想

定している。 

ただし、G 空間情報センターに適当なデータが無い場合は、受

託者が用意する。 

プロジェク

ター類又は

大型ディス

プレイ 

１式 ・研修時の説明に使用する。 

・講師用ノートパソコンと接続可能なもの。 

マイク ３本以上 ・講師用及び研修生質問用として使用する。 

スピーカー １式 ・会場のどこに着席しても容易に声を聴きとれるもの。 

モバイル 

Wi-fi ルー

タ 

１台 ・会場に Wi-Fi 等の WEB接続環境がない場合に使用する。 

卓上ベル １個 ・演習時に使用する。 

 

イ 資料の印刷 

研修生に配布する研修資料及びその他関連資料については、以下のとおり印刷し、事前に研修

施設に送付する、又は当日受託者が持ち込むこと。数量等は目安であり、林野庁担当官と調整を

行ってから印刷すること。なお、研修生に対する事前郵送は不要である。 

研修資料 数量等 備考 

資料

構成 

A 研修次第及び名簿 ２ページ ・A4 判両面カラー印刷 

・ページ数は A４判の面数 

・資料ごとに、ステープル又はクリップ

留め 

・研修の状況等から、途中でファイル内

容の変更あり 

・印刷用ファイルデータは、研修日の１

週間前を目途に送付 

・アンケートは、紙様式又は WEB 回答フ

ォームのどちらかとする 

B 森林境界明確化の概要・

手法等及び森林境界明確化

と地籍調査との違いと連携

研修資料（２（１）ア及びイ

に関する資料） 

30 ページ 

C 測量の基礎（関係法令も

含む）研修資料（２（２）ウ

に関する資料） 

100 ページ 

D 航測法による森林境界 80 ページ 



   

明確化の具体的な工程（演

習を含む）研修資料（２（１）

エに関する資料） 

E アンケート ３ページ 

F その他林野庁担当官が

指定する資料 

10 ページ 

印刷部数 
45～55 部 

・各会場の研修生及び講師の数に＋αを

合わせて印刷 

紙質等 普通紙 ・印字が鮮明、精細であること 

 

ウ 会場の設営及び撤去並びに研修運営 

現地スタッフを５名以上配置し、以下の業務を行うこととする。 

・会場の設営及び撤去 

・研修資料及び冊子配布資料の設置（A～E 及び林野庁担当官から指示があった書類（パンフレ

ット類等）及び名札ホルダーをまとめて各研修生の席に設置すること） 

・研修生の受付 

・司会進行（会場の説明、翌日の集合時間等の説明、質疑応答時のマイク回しを含む。） 

・演習時の GIS 操作補助、演習補助 

・講義中及び演習作業中の写真撮影 

・演習時のパソコン、水性ペン、作業用シートの配布及び回収 

・機材及び研修資料の発送、受取 

・研修概要作成に向けた記録 

 

④外部講師との連絡調整及び謝金等の支払 

研修の測量の基礎及び航測法による森林境界明確化の具体的な工程（演習を含む。）について

は、測量士の資格を有しかつ複数年に渡り航測法を含む森林境界明確化事業に従事した経験を有

する者とする。また、受注者内で講師の条件に合致する者がいる場合は、受注者が講師を務める

ことも可能とする。選定に当たっては、林野庁と協議の上決定する。なお、森林境界明確化の手

法等及び森林境界明確化と地籍調査との違い・連携の講義は林野庁職員を想定している。 

 

外部講師の招聘に当たり、外部講師との連絡調整（講義資料の調整、事前課題などの資料送付等）、

講師派遣に要する謝金、旅費の支払を行うものとする。講師派遣に要する謝金や旅費については、

講師の職務経験や講演時間等を踏まえ、基本的に農林水産省の旅費支給規則及び謝金支払基準に基

づいて支払うものとする（旅費は、妥当な範囲で実費相当額を支払うこととする。）。なお、講師

の宿泊所、食事の手配は要しない（講師自ら手配）。 

 

⑤アンケートの実施、集計及び研修概要の作成 

研修のアンケートを林野庁指示で作成し、紙様式又は WEB 回答フォームを作成することとする。

研修後アンケートを実施し、集計を行い、Excel ファイルに結果をまとめること。アンケート集計

結果は、研修終了の翌日から起算して、５営業日以内に林野庁担当官へ電子媒体を提出すること。 

また、研修終了後に、研修概要を Word（.docx）ファイルにより作成することとする。概要は、基

本的に林野庁担当官が提示する様式を用いて、研修の日時や参加人数、使用した資料などを記載す

るとともに、林野庁講義の質疑応答及び外部講師の発表概要及び質疑応答を記載する。研修概要は、

研修終了の翌日から起算して 10 営業日以内に林野庁担当官へ電子媒体を提出すること。 

 



   

３ 事業報告書の作成（成果品） 

事業が終了したときは、事業の実施内容及び実施結果（付随する関係資料を含む。）を事業

報告書として取りまとめた上で、事前に林野庁担当官の確認を経て、以下のとおり提出するこ

ととする。 

本事業により取得した成果品及び著作権等の権利は、林野庁に帰属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業実施期間 

委託契約締結日～令和９年３月12日（金） 

 

  ５ 事業の実施スケジュール（目安） 

事業の実施内容

及び実施結果 

報告書は以下の内容を含めて作成し、印刷製本するとともに、PDF 形式も併せ

て提出すること 

・事業の実施体制 

・林野庁担当官との打合せ状況 

・特例措置活用状況等の取りまとめ資料 

・各回検討委員会の開催状況（概要、資料等） 

・検討委員会の会場・設備等の手配状況 

・検討会委員・自治体職員との連絡調整・謝金等支払状況 

・ガイドライン改定案の作成状況・森林境界明確化研修教材等の作成状況 

・森林境界明確化研修の開催状況（概要、資料等） 

・研修の会場・設備等の手配状況 

・研修における外部講師との連絡調整・謝金等支払状況 

・アンケート集計結果 

上記以外に格納

するデータ 

・検討委員会概要（Word（.docx）形式） 

・ガイドライン改定案（Word（.docx）形式） 

・森林境界明確化研修教材（Word、PowerPoint、csv、Shape ファイル、MPEG4形

式等） 

・森林境界明確化研修の概要（Word（.docx）形式） 

・アンケート結果（Excel形式） 

・林野庁担当官との打合せ記録簿 

・その他林野庁担当官が指示するデータ 

納入部数 ・印刷製本７部 

・電磁記録媒体 1 部 

納入形式 ・印刷製本は、普通紙とし、無線綴じ又は製本テープにより製本すること（図

表も含め白黒印刷可） 

・電磁記録媒体は、DVD 等を使用し、本事業の成果品であることを背面ラベル

に印刷（ケースは不織布など簡素なもので可） 

納品場所 林野庁 森林整備部 森林利用課 森林集積推進室（別館 7 階 ドア No.別 708） 

 所有者不明森林等の特例措置等活用に 

係るガイドライン改訂業務 

航測法による森林境界明確化に係る 

研修教材等の作成・研修実施業務 

4 月   

5 月   

6 月 委員委嘱 研修時期の調整及び研修会場の確保、 

研修教材及び資料の作成 



   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 成果品 

（１）納入部数・形式等 

３に記載のとおり。 

（２）納品場所 

林野庁 森林整備部 森林利用課 森林集積推進室（別館7階 ドアNo.708） 

（３）成果品（著作権等）の帰属 

   本事業により取得した成果品及び著作権等の権利は、林野庁に帰属するものとする。 

 

７ その他 

（１）受託者は、業務の一部の実施を他者へ委託する場合には、事前に林野庁担当官と協議を行

うこととし、契約書に基づき必要な申請の手続を行うこと。 

（２）受託者は、業務の進行状況等について、３か月ごとに林野庁担当官に報告するものとし、本

事業の適切な進行管理に努めるものとする。ただし、林野庁担当者から報告を求められた場合

は、その都度報告するものとする。 

（３）林野庁担当官は、事業目的の達成を期すため、受託者に対して事業内容全般に関して必要な

照会・作業依頼を行うものとし、受託者はこれに対応するものとする。ただし、受託者が経常

業務の範囲内での対応が困難と判断した場合は、林野庁担当官にその旨報告するものとする。 

（４）受託者は、林野庁担当官と打合せを行った際は、その内容を記録したメモを速やかに作成し、

林野庁担当官の確認を得るものとする。 

 

第４ 予算額  

事業の予算総額は、１９，５００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内とする。 

（ただし、予算総額は予定価格とは異なる。） 

 

第５ 参加資格 

１ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

２ 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

7 月 ケーススタディに係る情報収集 演習教材の準備（空中写真、リモセンデー

タ、法務省登記所備付地図 XML データ等） 

8 月 委員会① 外部講師の調整、デモンストレーション映

像作成 

9 月 ケーススタディに係る情報収集、ガイドラ

イン（改訂案）等の資料作成 

 

10 月 研修案内、研修生の募集 

11 月 委員会②  

12 月 ケーススタディに係る情報収集、ガイドラ

イン（改訂案）等の資料作成 

 

1 月 研修 

2 月 委員会③ 

ガイドライン（改訂案）の作成 

 

3 月 事業報告 



   

３ 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の資格を

有していること。 

４ 下記第８の提出書類の提出期限の日から契約締結日までにおいて林野庁長官から「物品の製造

契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間

中でないこと。 

５ 複数の団体が本事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治 29 年法律第 89 号上の組

合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。 

この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を

明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）の全てから同意を得た規約書、全構成

員が交した協定書又は全構成員間での契約締結書（又はこれに準ずる書類）（以下「規約書等」

という。）を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競

争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 

また、全構成員については、上記１から４までの要件に適合している必要がある。 

なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又

は単独で参加することはできない。 

（１）共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記第８の問合せ先まで提出すること。 

（２）規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に

記載すること。 

 

第６ 応募に係る説明会の開催 

以下の日時において本事業に関する説明会を開催する。ただし、開催希望の申出が無かった場合は

開催しないこととするので、開催を希望する者は開催日の前日（ただし、行政機関の休日を除く。）

午後５時までに、下記第８の担当者まで電子メールで申し出ること。また、Microsoft Teams を用い

たウェブ会議形式での対応とする。 

開催日時：令和８年６月１日（月曜日） 午後１時 30 分～ 

 

第７ 企画提案書等の内容 

第３の事業内容を踏まえ､以下の事項について「企画提案書（別紙様式第１号）」を作成し、提出す

るものとする。ただし、以下の内容を記載していれば、任意の様式でも構わない。 

 

１ 事業に対する考え方 

第３の事業内容や以下に記載する事業の実施方法等を踏まえ､企画提案に当たっての基本的な

考え方について記載すること。 

２ 事業の実施方法 

  以下の（１）・（２）の項目について、事業効果を高め、効率的に行うための具体的な実施方

法を記載すること。 

（１）所有者不明森林等の特例措置活用促進業務 

ア 情報収集及び「所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン(改訂案)」の作成 

ガイドライン（改訂案）作成や効果的な制度運用の検討を念頭に、ケーススタディに選定

した各地区に係る各種情報収集及び改訂案作成に当たっての工夫、その他の林野庁への提案

事項等について記載すること。 

イ 検討委員会の運営 

ガイドライン（改訂案）作成や効果的な制度運用の検討を念頭に、検討委員会の運営に当

たっての工夫について記載すること。 

（２）航測法による森林境界明確化に係る研修教材等の作成業務 

ア 研修資料の作成 



   

森林境界明確化の基礎的知識及び測量等に関する専門的な内容を市町村職員等がより分

かりやすい内容の説明とすることを念頭に、研修資料案作成に当たっての工夫、その他の林

野庁への提案事項等について記載すること。 

イ 動画教材等の作成 

 森林境界推測図デモンストレーション映像の作成に当たり、より効果的な教材等となるこ

とを念頭に、動画編集の工夫や作業内容の解説などの具体的な方法について記載すること。 

３ 事業の実施体制及び管理体制 

（１）本事業の運営計画（実施スケジュール） 

（２）本事業の実施に係る担当者の配置及び担当業務 

（３）本事業の実施に係る管理者の配置及び管理業務、指示命令系統 

（４）再委託を予定している場合は、再委託先、再委託費、再委託する業務の内容（ただし、業務

における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等の事業の主たる部分を第三

者に委任し又は請負わせることはできない。） 

４ ワーク・ライフ・バランス等の推進 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定、次世代育成支援対策推進法に

基づく認定及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を受けている者である場合は、

基準に適合し、認定されている者であることを企画提案書に記載の上、基準適合認定書等の写し

など認定状況の分かる資料を提出すること。 

５ 過去の事業実績等 

過去５年間において、本事業に関連し、又は類似した事業の実績がある場合は、その概要を記

載すること。また、森林経営管理制度推進に関するその他の実績（市町村支援等）がある場合は

記載すること。 

６ その他の提案事項 

事業効果を高め、効率的に事業を行うための提案があれば記載すること。 

７ 応募資格を明らかにするもの 

応募資格を満たしていることを証明する書類（第５の３の写し等）を提出すること。 

８ 会社概要、定款、収支計算書等財務諸表等（任意様式） 

９ 見積書 

別紙様式第２号を参考に、上記２（１）及び（２）の各項目の明細が分かるようにした上で、

本事業の実施に必要な経費の全ての金額（消費税及び地方消費税を含む。）を記載した見積書及

び内訳書を作成すること。 

 

第８ 企画提案書等の提出期限・提出先・提出部数 

１ 提出期限 

令和８年６月 16 日（火） 午後５時まで 

２ 提出先及び問合せ先 

住 所：〒100-8952 東京都千代田区霞が関 1－2－1 

林野庁 森林整備部 森林利用課 森林集積推進室（別館７階 ドア No.別 708） 

電 話：03-6744-2126 

電子メール：shinrin_keieikanri「☆」maff.go.jp ※「☆」を＠に変更してください。 

担 当：森林集積企画班 

３ 提出部数 

持参又は郵送により提出する場合は、第７に掲げる全てにつき、10 部を提出すること。電子メ

ールにより提出する場合は PDF ファイルを送付すること。 

４ 留意事項 

（１）持参により提出する場合の受付時間は、平日の午前 10 時から午後５時までとする。 



   

（２）電子メールにより提出する場合は、別添１に記載の方法で提出すること。 

（３）郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）による提出を認めるが、提出期限までに

到着しなかった場合は無効とする。 

（４）提出された書類に不備があった場合は無効とする。 

（５）提出された書類は、その事由のいかんにかかわらず、変更又は取消を行うことはできないこ

ととし、返還も行わない。 

（６）提出された企画提案書等は、非公開とする。 

（７）１者当たり１件の企画提案を限度とし、１件を超えて申込みを行った場合は、全てを無効と

する。 

（８）企画競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（別添２）について企画提案書等の提出前

に確認しなければならず、企画提案書等の提出をもってこれに同意したものとする。 

（９）暴力団排除に関する誓約事項（別添２）について、虚偽又はこれに反する行為が認められた

企画提案書等は無効とする。 

（10）虚偽の記載をした書類は無効とする。 

（11）林野庁において、受託者の資格を有しないと判断された者が提出した書類は無効とする。 

 

第９ 審査の実施 

１ 審査は、企画審査委員会を設置する。企画審査委員会は、次の審査基準に基づき、企画提案書

等を審査・採点し、得点の最上位の者を契約候補者として選定し、支出負担行為担当官林野庁長

官に推薦する。ただし、企画審査委員会が、最上位の者であっても、これを契約候補者として推

薦することが適当でないと判断する場合には、これを契約候補者として推薦しないことがある。 

（審査基準） 

 ア 本事業の目的・内容を理解しているか。 

 イ 業務内容に関して幅広い知見・人的ネットワークを持っているか。 

 ウ 所有者不明森林等の特例措置に対する理解は十分か。 

 エ 過去に類似の業務を実施しているか。 

 オ 業務を行うための人的配置や課題等の整理・分析等を行う組織的な実施体制や管理体制がと

られているか。 

 カ 所有者不明森林等の特例措置活用促進業務について、情報収集やガイドライン改訂案の作成

方法に工夫があるか。 

 キ 所有者不明森林等の特例措置活用促進業務について、委員会の運営方法に工夫があるか。 

 ク 航測法による森林境界明確化に係る研修教材等の作成業務について、教材の内容や作成方法

に工夫があるか。 

 ケ 事業計画は効率的で、無理のないスケジュールとなっているか。 

 コ 所要の経費積算は、事業内容・規模に応じて適正か。 

 サ ワーク・ライフ・バランス等の推進を行っているか。 

２ 審査結果は、企画提案書等の提出者に遅延なく通知する。 

 

第 10 契約の締結 

支出負担行為担当官林野庁長官は、契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であ

ることを確認し、契約を締結する。 

 

第 11 過去の報告書等の閲覧 

応募者は、第７の企画提案書等の作成の参考とするため、ガイドライン及び過去の関連する事業報

告書等を閲覧することができるので、閲覧を希望する者は第８の担当者まで申し出ること。 

 



   

第 12 その他 

１ 企画提案書等の作成など本事業の応募に関する一切の費用は、選定の合否を問わず応募者が負

担するものとする。 

２ 提出された企画提案書等は返却しない。 

３ 企画提案書等は、採点等本事業に係る事務手続以外の目的で提出者に無断で使用はしない。 

４ 企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。 

５ 本事業における人件費の算定に当たっては、別添３の「委託事業における人件費の算定等の適

正化について」に従って行うものとする。なお、発注者は受諾者から提出された人件費の算定に

ついて確認するため、原則として人件費単価表（受諾者が組織として人件費単価を定めている場

合）又は実際に従事する（した）者の給与明細を確認する。  

６ 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷

を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別添４を用いて、以下の取組に努めたことを、

環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について

「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの各

項目について、一つ以上「実施した／努めた」にチェックを入れること。   

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。  

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録

・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、

ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。  

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。  

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。  

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。  

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な

整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

 

 

  



   

別紙様式１ 

 

令和  年  月  日 

 

林野庁長官 殿 

 

                           住所 

                           商号又は名称 

                           代表者氏名 

 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務に係る 

企画書提案書の提出について 

 

 

標記事業に関する企画提案書及び関係書類を別添のとおり提出します。 

 

 

＜担当者＞ 

１ 所属・役職 

 

２ 氏名 

 

３ 電話番号 

 

４ メールアドレス 

 

 

 

 

以上 

 

  



   

別紙様式１ 別添 

 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務 

 企画提案書 
項目 内容 

1 本事業に対する

考え方 

 

2 事業の実施方法 （1）所有者不明森林等の特例措置活用促進業務 

（2）航測法による森林境界明確化に係る研修教材等の作成業務 

3 事業の実施体制

及び管理体制 

（1）本事業の運営計画（実施スケジュール） 

（2）本事業の実施に係る担当者の配置及び担当業務 

（3）本事業の実施に係る管理者の配置及び管理業務、指示命令系統 

（4）再委託を予定している場合は、再委託先、再委託費、再委託する業務の 

内容（ただし、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び

技術的判断等の事業の主たる部分を第三者に委任し又は請負わせることは

できない。） 

4 ワーク・ライフ

・バランス等の推

進 

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下（(1)～(3)）の法令に
基づく認定を受けているか。ただし、(1)～(3)のうち複数の認定等に該当する場
合は、最も配点の高い区分により加点を行う。  
(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」
という。）に基づく認定  

 ・プラチナえるぼし ５点 ※１  
 ・えるぼし３段階目 ４点 ※２  
 ・えるぼし２段階目 ３点 ※２  
 ・えるぼし１段階目 ２点 ※２  
 ・行動計画         １点 ※３  
※１ 女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定  

※２ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。  

※３ 常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動計

画を策定している場合のみ）。  

 

(2)次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）に基づく認定  
 ・プラチナくるみん認定企業 ５点 ※４  
・くるみん認定企業（令和７年４月１日以降の基準） ４点 ※５ 
・くるみん認定企業（令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの基準） 

３点 ※６  
   ・トライくるみん認定企業（令和７年４月１日以後の基準） ３点 ※７ 

 ・くるみん認定企業（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基 
準） ３点 ※８ 

   ・トライくるみん認定企業（令４年４月１日～令和７年３月３１日までの基 
準） ３点 ※９ 

 ・くるみん認定企業（平成２９年３月３１日までの基準） ２点 ※10  
・行動計画（令和７年４月１日以後の基準） １点 ※３、※11  
 

  ※４ 次世代法第１５条の２の規定に基づく認定 

  ※５ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部

を改正する省令（令和６年厚生労働省令第１４６号。以下「令和６年改正省令」という。）

による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条

第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定 

  ※６ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代育

成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改正省令附則第２条

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世

代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定（た

だし、※８及び※10 の認定を除く。） 

  ※７ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号

に掲げる基準による認定 

  ※８ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部

を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令和３年改正省令」という。）

による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和３年改正省令による改正前の次世

代育成支援対策推進法施行規則第４条に掲げる基準による認定（ただし、※10 の認定を除

く。） 

  ※９ 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和６年改正省令による改正前の次世代育



   

成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６年改正省令による改正前の次世

代育成支援対策推進法施行規則第４条第１項第３号及び第４号に掲げる基準による認定 

  ※10 次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一

部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」とい

う。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附

則第２条第３項に掲げる基準による認定 

  ※11 次世代法第１２条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正

する法律（令和６年法律第４２号）による改正後の次世代法第１２条第５項の規定に基づき

令和７年４月１日以後に策定又は変更を行ったもの 

 

(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定  
・ユースエール認定企業 ４点 

5 過去の事業実績等 ※ 過去 5 年間において、本事業に関連し、又は類似した事業の実績がある場合

は、その概要を記載（実績が複数ある場合は、本事業と近いものから順に最

大 5 件まで） 

6 その他の提案事項 ※ 上記以外で、事業効果を高め、効率的に事業を行うための提案があれば記載 

このほか、応募要領第７に記載の提出書類及び見積書を添付すること。  

 

  



   

別紙様式２ 

 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務 

 見積書 
経費区分 予算額 備考（各種経費の内訳・算出基礎） 

直 接 人 件 費  

直接経費 謝      金 

     旅      費 

     需   用   費 

     役   務   費 

     使用料及び賃借料  

円 

円 

円 

円 

 

間接経費 円 ※算定根拠（計算式等）を記載 

再委託費 円  

総事業費（合計） 円 

円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

 

（留意事項） 

1 備考欄に各種経費の算定根拠を記入し、必要に応じて補足説明を付すこと。 

2 各種経費については「参考：委託費の対象経費について」を参考とすること。 

3 人件費の算定にあっては、別添３「委託事業における人件費の算定等の適正化について」を参照し、

見積額の算定の参考とすること。 

4 複数の団体で構成した共同事業体による提案の場合は、構成する者ごとに内訳書を作成すること。 

5 備考欄の記入に代えて、参考資料を添付することも可とする。 

 

 



   

（参考：委託費の対象経費について）  

（１） 直接人件費 

①  技術者給 

事業を実施するために追加的に必要となる業務（ソフトのプログラム設計、専門的知

識・技術を要する調査等）について、当該事業を実施する事業実施主体が支払う実働に

応じた対価とします。また、技術者給の算定等については、別添「委託事業における人

件費等の適正化について」によるものとします。  

なお、発注者は受託者から提出された人件費の算定について確認するため、人件費単

価表（受託者が組織として人件費単価を定めている場合）又は実際に従事する（した）

者の給与明細を確認します。  

②  賃金 

事業を実施するために追加的に必要となる業務（資料の収集・整理・補助、企画等）

について、当該事業を実施する事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた

対価とします。賃金の単価については、業務の必要に応じた常識の範囲を超えない妥当

な根拠に基づき設定する必要があります。 

（２） 直接経費 

①  謝金 

事業を実施するために追加的に必要となる資料整理、補助、専門的知識の提供、資料

の収集等について協力を得た講師等に対する謝礼に必要な経費とします。謝金の単価に

ついては、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づいて設定する必

要があります。なお、事業実施主体に対し謝金を支払うことはできません。 

②  旅費 

事業を実施するために必要となる事業実施主体が行う資料収集、各種調査、検討会、

指導、講師派遣、打合せ、普及啓発活動、委員会等の実施に必要な経費とします。 

③  需用費 

事業を実施するために追加的に必要となる消耗品費、印刷製本費等の経費とします。通

常の団体運営に伴って発生する経費は含まれません。 

ア 消耗品費 

事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材料、燃料、消耗品、消耗器材、

各種事務用品等の調達に必要な経費とします。 

イ 備品購入費 

事業を実施するために必要となる備品・資機材、試作装置のベースとなる資機材の

購入に必要な経費とします（机、椅子、書庫その他の汎用性のある備品類は除く。）。 

ウ 会議費 

事業を実施するために必要となる会議の開催時に出席者（事業実施主体を除く。）

に提供する茶等飲料類の調達に必要な経費とします。 

エ 印刷製本費 

事業を実施するために必要となる資料、文書、図面、パンフレット等の印刷に必要

な経費とします。 

オ 光熱水費 



   

事業を実施するために必要となる電気、水道等の使用料を支払うために必要な経費

とします。  

④  役務費 

事業を実施するために追加的に必要となる人的サービス等に対して支払う経費であ

り、原稿料、通信運搬費、通訳翻訳料等とします。 

ア 原稿料 

事業を実施するために必要となる情報を取りまとめた報告書等の執筆者に対して実

働に応じた対価を支払う経費とします。 

イ 通信運搬費 

事業を実施するために必要となる郵便料、諸物品の運賃の支払等に必要な経費とし

ます。 

ウ 通訳翻訳料 

事業を実施するために必要となる外国人との交渉、会話の際の通訳や外国語の文章

の翻訳について、本事業を実施する事業実施主体が委託した者に対して実働に応じた

対価を支払う経費とします。 

エ 試験設計費 

事業を実施するために必要となる、器具機械等の各種保守、設計、分析、試験、加工

等をもっぱら行う者に対して実働に応じた対価を支払う経費とします。  

オ その他雑役務費 

事業を実施するために必要となる上記アからエまで以外の経費に係る役務の提供者

に対して実働に応じた対価を支払う経費とします。  

⑤  使用料及び賃借料 

事業を実施するために必要となる器具機械、会場、車両等の借上げや物品等の使用に

必要な経費とします。通常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料その他の経費は

含まれません。 

（３） 再委託費 

事業の実施に際して必要となる業務の一部を第三者に委任、又は請け負わせるために必要

な経費とします。ただし、主たる部分を第三者に委任し、又は請けおわせることはできませ

ん。主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断

等であり、原則として委託費の限度額の 50％以内の業務とします。 

（４） 間接経費 

事業を実施するために追加的に必要となる経費で、直接人件費及び直接経費で計上できな

いものの経費であり、直接経費に企画提案者が定めた率を乗じた金額とします。率について

は、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定することとします。 

(例)次の式により算出された金額未満の金額 

（直接人件費＋直接経費の金額）×15％  

（５） 消費税及び地方消費税 

消費税及び地方税は 10％とします。 



   

（別添１） 

 

電子メールを利用した書類の提出方法 

 

１．送信先 

林野庁森林利用課森林集積推進室 宛て 

メールアドレス：shinrin_keieikanri「☆」maff.go.jp ※「☆」を＠に変更してください。 

 

２．送信メールの件名 

「令和８年度事業応募(集約化・境界明確化)・事業者名・○/○」としてください。 

例：令和８年度事業応募(集約化・境界明確化)・○○○○○(株)・1/3 

※ ○/○は何分割の何番目のメールかを記載してください。 

※分割しない場合は 1/1 としてください。 

 

３．メール本文への記載事項 

（１）応募する事業名、（２）事業者名、（３）担当者名、（４）電話番号を記載してください。 

 

４．受信可能なメール容量 

本文を含め７MB です。７MB を超える場合は、分割して送信してください。 

 

５．添付ファイルの形式及びファイル名 

PDF ファイルの電子データ形式で提出してください。 

ファイル名は「令和８年度事業応募(集約化・境界明確化)・提出書類名・事業者名・○／○」とし

てください。 

例 1：令和８年度事業応募(集約化・境界明確化)・企画提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例 2：令和８年度事業応募(集約化・境界明確化)・競争参加資格・○○○○○(株) ・1／1  

※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。 

 

７．受信確認 

メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い日時に、メールを受信

した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届かない場合には、お手数ですが１の送信

先（電話の場合：03-6744-2126）に連絡してください。 

 



（別添２） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び

２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあり

ません。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利

益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のも

の。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び

生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合

はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を

締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用す

るなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用

するなどしているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

 上記事項について、企画提案書等の提出をもって誓約いたします。 

 



                                                                      （別添３） 

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作

業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の

計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名

を記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一

人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用さ

れた等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。） 

     が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

   また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において

賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でな

いと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。

その場合、委託先との協議は、履行期限まで３か月以上ある場合に限り開始できる

ものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日（月を単位として適

用された場合はその月）以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するもの

とする。 

 



 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 
        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し

た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記

によらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り 

     計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下２．において同じ。）において、受託単価規程等

が存在する場合には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素

等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書

及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重



複計上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 

 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 
○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の

人件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近

１年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若

しくは直近１年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定

めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 



 で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年

間所定営業日数を算出し、就業規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、こ

れらを乗じて得た時間とする（以下同じ。）。 

 

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費等） 

÷年間理論総労働時間 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間 

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 



 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託

単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同

単価により人件費を算定すること。 

 

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が

必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重

複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事

業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認めら

れないことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが



ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間

外労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である

場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委

託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張

等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上するこ

とができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必

要がある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事

状況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤

簿）等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記

名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託

事業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されて

いる平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る

委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合に

は、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合に

は、本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 

 



附 則（令和８年１月１９日付け７予第１９４２号） 

（施行期日） 

１ この通知は、令和８年１月１９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の

適正化について（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 961 号大臣官房経理課長通知。以下

「人件費通知」という。）に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取

扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の

人件費通知の規定を適用することができる。 
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（別添４） 

様式 

みどりチェック実施状況報告書 

事業名 

事業者名 

担当者・連絡先 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。
☐ ☐ 

・その他（ ） 

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                   ）

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。
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具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆

肥製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定

期的に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄など

に努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的

に清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 
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エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよ

う努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に

関連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 
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具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）チェックシ

ート解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了

知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

 



（別紙２） 

委託契約書（案） 

 
 支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎（登録番号 T8000012050001）（以下
「甲」という。）と●●●●●●（以下「乙」という。）は、令和８年度所有者不明森
林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務について、次のとおり委託契約を締結する。 
 
 （実施する委託事業） 
第１条 甲は、次の事業（以下「委託事業」という。）の実施を乙に委託し、乙は、そ

の成果を甲に報告するものとする。 
 （１）事業名 
        令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務 
 （２）委託事業の内容及び経費 
        別添の委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり 
 （３）履行期限 
        令和９年３月 12 日（金） 
 
 （委託事業の遂行） 
第２条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しな

ければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 
 
 （委託費の限度額） 
第３条 甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、 
金●，●●●，●●●円（うち消費税及び地方消費税●●●，●●●円・消費税率 
１０％）を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 

２ 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなけ
ればならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 
 （契約保証金） 
第４条 会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の納

付は、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）第 100 条の３第３号の規定によ
り免除する。 

 
 （再委託の制限及び承認手続） 
第５条  乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請

け負わせてはならない。 
    なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び
技術的判断をいうものとする。 

２ 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わ
せること（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得
なければならない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占
める再委託の金額の割合（「再委託比率」という。以下同じ。）が 50 パーセント以内
の業務とする。 

３ 乙は、前項の規定による再委託の承認を受けようとするときは、再委託承認申請書
（別紙様式第２号）を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、前項の再委託承認申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらか
じめ甲の承認を得なければならない。 

５ 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負（再々委託又は再々請負以
降の委託又は請負を含む。以下同じ。）を必要とするときは、再々委託又は再々請負



の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、
速やかに甲に届け出なければならない。 

６  乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更す
る必要がある場合には、第４項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲
に届け出なければならない。 

７ 甲は、前２項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保の
ため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 

８ 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が
50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽
微な再委託として第２項から前項までの規定は、適用しない。 

９ 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、
全ての責任を負うものとする。 

 
 （監督） 
第６条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認

めたときは、甲の命じた監督のための職員（以下「監督職員」という。）に監督させ
ることができるものとする。 

２ 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。 
３ 乙は、甲（監督職員を含む。）から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求
められた場合には、速やかに提出するものとする。 

 
 （実績報告） 
第７条 乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。）
は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第３号）正副２部を甲
に提出するものとする。 

 
 （検査） 
第８条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日か
ら 10 日以内の日（当該期間の末日が休日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 
年法律第 91 号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）に当たるときは、当該末日
の翌日を当該期間の末日とする。）又は当該委託事業の履行期限の末日の属する年度
の３月 31 日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するもので
あるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものと
する。 

２ 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反
し、又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることが
できる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知
を受理した日から 10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかど
うか再度検査を行うものとする。 

 
 （委託費の額の確定） 
第９条 甲は、前条に規定による検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると
認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に規定
する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 

 
 （委託費の支払） 
第 10 条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書（別



紙様式第４号）を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。ただし、乙
が委託事業実績報告書（別紙様式第３号）の提出に併せて、委託費の精算払請求を行
った場合は、前条第１項に規定する通知の日から 30 日以内にその支払を行うものとす
る。 

２ 甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合には、前項の規定にかかわらず、乙の請
求により概算払をすることができるものとする。 

３ 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書（別紙様式第４号）正副２部
を甲に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から 30
日以内にその支払を行うものとする。 

 
 （過払金の返還） 
第 11 条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第９条第１項の規定により確定した委託費
の額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとす
る。 

 
 （委託事業の中止等） 
第 12 条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となっ
たときは、委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式第５号）正副２部を甲に提出し、
甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前条の規定に準じて精算するものとする。 
 
 （計画変更の承認） 
第 13 条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事
業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（別
紙様式第６号）正副２部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。    
 ただし、委託事業計画書の支出の部の区分欄に掲げる各経費のそれぞれ 30パーセン
ト以内の増減の場合については、この限りではない。 

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。 
 
 （契約の解除等） 
第 14 条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一
部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、既に支払
った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 

 
 （違約金） 
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として
契約金額の 100 分の 10に相当する額を請求することができる。 

 （１）前条の規定によりこの契約が解除された場合 
 （２）乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債

務について履行不能となった場合 
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみ

なす。 
 （１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律

第 75 号）の規定により選任された破産管財人 
 （２）乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 
 （３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11

年法 律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 



３ 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害につ
いて、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 

 
 （談合等の不正行為に係る解除） 
第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は
一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条若
しくは第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）
の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３
において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行った
とき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納
付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を
含む。）が刑法（明治 40 年法律第 45号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁
止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴
を提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速や
かに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 
  （談合等の不正行為に係る違約金） 
第 17 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約

の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額
を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条若しくは第８条
の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による
排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同
法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付
命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は
第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を
含む。）に係る刑法第 96 条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若
しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金
額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する額を違約金と
して甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）前項第２号に規定する納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の
適用があるとき。 

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙
の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の首謀者で
あることが明らかになったとき。 

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出し
ているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の規定による違約金を免れることができな
い。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場



合には、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
 
 （属性要件に基づく契約解除） 
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、
本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合にあってはそ
の者、法人である場合にあっては役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結す
る事務所をいう。）の代表者、団体である場合にあっては代表者、理事等、その他
経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員
をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 
 （行為要件に基づく契約解除） 
第 19 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合
には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 
（５）その他前各号に準ずる行為 
  
 （表明確約） 
第 20 条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ
ても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）
を再受託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約す
る場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 
 （再委託契約等に関する契約解除） 
第 21 条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに
当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者（再受託者
等）との契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受
託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再
受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者（再受託者
等）との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することがで
きる。 

 
 （損害賠償） 



第 22 条 甲は、第 18 条、第 19条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合に
は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第 18 条、第 19 条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合に
おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 
 （不当介入に関する通報・報告） 
第 23 条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう
ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」と
いう。）を受けた場合には、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させ
るとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、併せて、警察への通
報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 
 （特許権等） 
第 24 条 甲は、委託事業に係る研究の成果に関する次に掲げる権利等を乙から承継する
ものとする。 
（１）特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権 
（２）実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権 
（３）意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権 
（４）回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権 
（５）品種登録を受ける地位又は育成者権 
（６）著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48 号）第 27 条及び第 28 条に規定する権利

を含む。） 
（７）外国における前各号に掲げる権利に相当する権利 
 
 （物品管理） 
第 25 条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理し、
損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書（別記様式１）により報告
し、甲の指示を受けなければならない。 

２  乙は、委託費により購入した物品について、委託事業により取得したものである旨
の標示（別記様式２）をするとともに、委託事業ごとに管理簿（別記様式３）に登録
しなければならない。この場合において、乙は、管理簿（写し）を委託事業実績報告
書提出の際に併せて提出するものとする。 

３ 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要する物品を甲が指定し
たときは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。ただし、乙におい
て、委託費により購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合は、継続使用
申出書（別記様式４）により申し出て甲の承認を受けなければならない。 

４ 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして甲が
指定し乙が売払処分等により収益を得た場合は、乙は収益納付報告書（別記様式５）
により甲に報告し、甲からの収益納付指示書（別記様式６）による指示に従い収益を
国庫に納付しなければならない。 

 
 （取得物品引渡しの指示） 
第 26 条 甲は、委託事業終了後、その返還（以下「引渡し」という。）の要否を決定し、
引渡しを要するものとした場合には引渡期日、引渡場所等引渡しに必要な事項を定め
その旨乙に指示するものとする。 

２ 乙は、甲より前項の規定による指示を受けた場合には、その指示に従わなければな
らない。 

３ 乙の取得物品の引渡しに要する費用は乙の負担とする。 



４ 乙は、当該物品を返還するに当たり、甲が当該物品の使用・保管場所を決定するま
での間、無償で保管するものとする。 

 
 （個人情報に関する秘密保持等） 
第 27 条 乙及び委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「委託事業従事者」と
いう。）は、委託事業に関して知り得た個人情報（個人情報の保護に関する法律（平
成 15 年法律第 57 号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を委託
事業の遂行以外に使用し、又は提供してはならない。 

２ 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に利用してはならない。 

３ 前２項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。 
 
 （個人情報の複製等の制限） 
第 28 条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複し
て保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成するこ
とができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。 

 
 （個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応） 
第 29 条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を
把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲
に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報
告しなければならない。 

 
 （委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却） 
第 30 条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業において保有した各種媒体に保管
されている個人情報については、直ちに復元又は判読が不可能な方法により情報の消
去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければ
ならない。 

 
 （再委託の条件） 
第 31 条 乙は、甲の承認を受け、委託事業を第三者に再委託する場合には、個人情報の
取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前４条の規定による甲に対する義務を当
該第三者に約させなければならない。 

 
 （委託事業の調査） 
第 32 条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時
その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要事項について
所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じ
なければならないものとする。 

 
 （帳簿等） 
第 33 条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備し
た上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、
それぞれ明確に区分して経理しなければならない。 

２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、
これを行うものとする。 

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するた
めの証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理規程等の



保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日から起算して５
年間、整備・保管しなければならない。 

４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分
に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。 

５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行っ
たと甲が認める場合にあっては、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができ
ず、又は既にその交付を受けている場合にあっては、甲の指示に従い当該額を返還し
なければならない。 

 
 （旅費及び賃金） 
第 34 条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業の実
施要領等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限
るものとする。 

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認める場合には、
当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けてい
る場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

 
 （秘密の保持等） 
第 35 条 乙は、委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第
三者に漏らしてはならない。  

２ 乙は、委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧させ、若しくは貸し出し
てはならない。 

 
 （疑義の解決） 
第 36 条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決す
るものとする。 

 
  上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するも
のとする。 
 
 
   令和  年  月  日 
 
 
                   委託者（甲）  東京都千代田区霞が関１丁目２番１号 
                   支出負担行為担当官 
                                   林野庁長官 小坂 善太郎 
 
 
                   受託者（乙） 住所 
                            氏名 



（別紙様式第１号）   
 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務  
事業計画書  

 
１  事業内容  
 （１）事業実施方針  
         
 （２）事業内容  
        令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務仕

様書のとおり  
 
 （３）事業実施期間  
    契約締結年月日から令和９年３月 12日まで  
 
 （４）担当者  
 
 
 ２  収支予算  
 
  収入の部  

 
区     分  

 
予  算  額  

 
備           考  

 
国  庫  委  託  費  

 
円  

うち消費税及び地方消費税の額  
                 円  

 
計  

 
円  

 

 
    支出の部  

 
区     分  

 
予  算  額  

 
備           考  

直接人件費  円  直接人件費                         円  
消費税及び地方消費税相当額            
                                  円  

直接経費  円   

間接経費  円   

再委託費  円   

 
       計  

 
円  

 

（注）１．人件費の算定については別添「委託事業における人件費の算定等の適

正化について（平成 22年９月 27日付け 22経第 961号大臣官房経理課長通



知）」を参照すること。  

   ２．備考欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要に応

じ説明を付すること。  
 
 
３  物品購入計画（物品の購入がある場合）  

 
品   名  

 
規   格  

 

 
員  数  

 

 
購   入   予   定  

 
使用目的  

 

 
備  考  

 
 

単  価  
 

金   額  

 

 

 

 

 

 

 

 

円  

 

 

円  

 

 

 

 

 

（注）１．記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るものの
うち取得価格が 50,000円以上の物品とする。  

   ２．物品購入計画がある場合には、別途「物品購入理由書」を添付する。  
 
 
４  物品リース計画（物品のリース契約がある場合）  

 

 
 
品
 
 
目
  

 

 
  
規
 
 
格  

 

 

 
 
数
 
 
量  

 

 

 
 
耐
用
年
数  

 

 

 
 
本年度リ
ース予定
額（円）  

 

 

 

 
 
使用目的  

 

 

 

 

予定するリース契約の内容  

 

 
 

備  
 
 

考  

 

 

使用
部署   

 

 

 

 

リー
ス契
約の
種類  

 

 

 

契約
期間  

 

 

 

 

リース期
間の算定
根拠（理
由）  

 

 

リー
ス契
約の
総額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  物品のリース契約をする場合に記入。  
   なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定められた期間（法定耐用年数）又はそれ以
上とすること。  



（別紙様式第２号）  
 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務  
再委託承認申請書  

 
番      号   
年   月   日   

 
 
 支出負担行為担当官  
 林  野  庁  長  官   殿  
 
 
                                 （受託者）  
                                     住    所  
                                     氏    名  
 
 令和  年   月   日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界
明確化普及資料作成業務について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書
第５条の規定により承認されたく申請します。  
 
 

記  
 
１  再委託先の相手方の住所及び氏名  
 
２  再委託の業務範囲  
 
３  再委託の必要性  
 
４  再委託の金額  
 
５  その他必要な事項  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１．申請時に再委託先及び再委託の契約金額（限度額を含む。）を特定で

きない事情がある場合には、その理由を記載すること。  
     なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合に

は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。  
   ２．再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額（限度額

を含む。）を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければな
らない。  

   ３．契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。  



（別紙様式第３号）  
 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務  
実績報告書  

 
                                          番 号  

                                                           年 月 日  
 支出負担行為担当官 
 林 野 庁 長 官  殿 
  官署支出官 
  林 野 庁 長 官  殿 
                                          （受託者）  
                                               住  所  
                                               氏  名  
 

令和  年  月  日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明
確化普及資料作成業務について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約
書第７条の規定により、その実績を報告します。  

  （なお、併せて委託費金     円也の支払を請求します。）  
 

記  
１  事業の実施状況  
 
 （１）調査項目及び調査対象  
 
 （２）事業実施期間  
 
 （３）担当者  
 
 （４）事業の成果（又はその概略）  
 
 （５）事業成果報告書の配布実績等  
 
 
 ２  収支精算  
  収入の部  

 
 

区    分  

 
 

精算額  

 
 

予算額  

比   較   増   減  
 
 

備     考  
増  減  

 
国  庫  委  託  費  

 

    
 
うち消費税及び地方  
消費税の額    円  
 

 
計  
 

     

 
 
 
 
 



  支出の部  
 
 

区    分  

 
 

精算額  

 
 

予算額  

比   較   増   減  
 
 

備     考  
増  減  

 
直接人件費  

     
人件費  
        円  
消費税及び地方消費
税相当額     円  
 

 
直接経費  
 

     

 
間接経費  
 

     

 
再委託費  
 

     

 
計  

     

（注）１．人件費の算定については別添「委託事業における人件費の算定等の適正化
について」を参照すること。 

       ２．備考欄には、精算の内訳を記載のこと。 

 

３  物品購入実績（物品を購入した場合）  
品   名  規   格  員  数  購   入   実  績  使用目的  備  考  

単  価  金   額  

   
 

円  
 

円    

（注）１．物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品目は、物品購入計画の
場合と同様とする。  

   ２．物品購入実績がある場合には、詳細を別表 (４ )により整理し、添付す
ること。  

 
４  物品リース実績（物品をリースした場合）  

 
品
 
 
目
  

  
規
 
 
格  

 
数
 
 
量  

 
耐
用
年
数  

 
本年度
リース
年額  

（円）  

 
リース  

 
契約日  

 
使用
目的  

 

リース契約の内容   
備  
 
 

考  

使用
部署
  

 

リース
契約の
種類  

契約
期間  

 

リース
期間の
算定根
拠（理
由）  

リース
契約の
総額  

             

（作成要領）  
１  リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。  
２  事業の最終年度にあっては、リース契約書の写しを提出すること。  
（注）契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリー

スした物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載する
こと。  



別表（１） 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務 

人件費明細書 
 

 

 

氏名及び職名 

 

 

 委託事業 

 従事時間数 

(A) 

 

１時間当たり単価 

 

（B） 

 

人件費 

 

(A)×(B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         時間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    計 

 

 

 

 

 

         （注） １．(A)欄は、別表（２）から記入すること。 

                 ２．(B)欄は、別表（３）から記入すること 

 



別表（２） 

勤務時間数報告書（令和  年度） 
 

 

氏名及び職名 

 

   勤務内容 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

計 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  内   業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出   張 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会 議 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小   計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  内   業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出   張 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会 議 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小   計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  内   業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出   張 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会 議 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  小   計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（３） 
 

受託団体職員１時間当たり単価積算表（令和 年度） 
（単位：円） 

 

  

氏名及び職名 

 

 

  

給  与 

 

 

  

賞  与 

 

 

社会保険料 

 

事業主負担 

 

退職手当 

 

引 当 金 

 

 

合計(A) 

 

 

１時間当た 

り 単 価 

(A)/時間 

 

 

備   考 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間○日勤務 

１日当たり○時間勤務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



別表　（４）

購入金額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(注）１．管理者名欄については、報告時に物品を管理している者の氏名を記載すること。なお管理者と使用者が異なる場合には、使用者名を（　）書きで記載すること。

２．使用価値欄は、以下の区分によりＡ、Ｂ、Ｃで記載して下さい。

　Ａ－現状のまま、若しくは修理により２年以上使用可能と推定されるもの

　Ｂ－現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの

　Ｃ－多額の修理費を要する等スクラップ等の処分が適当と思われるもの

３．修理費用欄は、以下の区分によりＡ、Ｂ、Ｃで記載して下さい。

　Ａ－修理費が取得価格の20％未満と推定されるもの

　Ｂ－修理費が取得価格の20％～50％未満と推定されるもの

　Ｃ－修理費が取得価格の50％以上のもの

４．移動の可否欄は、コンクリート等で固定されているもの等については「否」と記入し、理由も併せて記載して下さい。

５．故障等しているものについては、備考欄にその状況を詳しく記載すること。

６．再委託契約で、その受託先が購入している物品については、備考欄に、当該受託先の法人名を記載してください。

物品購入実績明細書

物品の名称 規格 数量 単位
　　　　　　注４）

移動の可否
　　注３）

修理
費用

　　　　　　　　　注５）、注６）

備考NO
　　注２）

使用
価値

　　　　　　　　　　　　　　　注１）

管理者名
（使用者名）

単価 合計額
購入年月日 保管場所



（別紙様式第４号） 
 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務委託費 
概算払・精算払 請求書 

 
                                                 番 号  
                                                            年 月 日  

 
官署支出官 

 林 野 庁 長 官  殿  
                                          （受託者） 
                                               住 所 
                                               氏 名 
 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業
務について、下記により、委託費金    円也を 概算払・精算払 により支払されたく請求し
ます。 
 
 

記 

 
 
 
 
区分 
 
 

 
 
 
 

国庫 
委託費 

 

 
     既受領額 

 
    今回請求額 

 
     残  高 

 
 
 
 事業完 
 了予定 
 年月日 
 

 
 
金額 
 

 

 
 
 出来高 
 

 

 
 
金 額 
 

 

 
  月  日 
までの予 
定出来高 
 

 
 
金 額 
 

 

 
 月 日 
までの予
定出来高 
 

 
 
 
 

 

 

 
       
円  
 

 

 

 
   
円 
 

 

 

 
     ％ 
 

 

 

 

 
     
円 
 

 

 

 
     ％ 
 

 

 

 

 
     
円 
 

 

 

 
      ％ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるもの

とする。 



（別紙様式第５号） 
 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務 
中止（廃止）申請書 

 
番 号  
年 月 日  

 
支出負担行為担当官 
林 野 庁 長 官  殿 

 
                                         （受託者） 
                                               住 所 
                                               氏 名 
 
 令和 年 月 日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業
務について、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書第12条第１項の規定により申請しま
す。 
 

記 
 
１ 委託事業の中止（廃止）の理由 
 
２ 中止（廃止）しようとする以前の委託事業の実施状況 
 （１）事業について 
 （２）経費について 
 

経費支出状況 

 

経費の区分 

 

○月○日現在 

支出済額 

 

残 額 

 

支出予定額 

 

中止（又は 

廃止）に伴 

う不用額 

 

備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 中止（廃止）後の措置 
 （１）事業について 
  （２）経費について 
       

経費支出予定明細 

 
   
経費の 
区分 

 
  
支出予定金額 
 

 
      算   出   基   礎 

 
 名  称 

 
 数  量 

 
 単  価 

 
 金 額 

 

 

 

 
           円 
 

 

 

 

 

 

 

 
      円 
 

 
      円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式第６号） 
 

令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務 
事業計画変更承認申請書 

 
                                                 番 号  
                                                             年 月 日  

 
 支出負担行為担当官 
 林 野 庁 長 官  殿 
 
                                          （受託者） 
                                               住 所 
                                               氏 名 
 
 令和 年 月 日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業
務について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第13条第１項の規定により承認されたく申
請します。 
 

記 
 
 １ 変更の理由 
 ２ 変更する事業計画又は事業内容 
 ３ 変更経費区分 
 
 
 
 
 
 （注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を

明確に区分して記載のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式１） 

使 用 不 能 報 告 書 

番 号  

年 月 日  

 

 支出負担行為担当官 

  林野庁長官       殿 

 

                     （受託者） 

                       住 所 

                        氏 名 

 

 令和 年 月 日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作

成業務により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨を報告します。 

 

記 

 

１ 委託事業により取得した物品 

 

品 目 

 

規 格 

 

数量 
 

 

購入年月日 

 

 

耐用年数 

 

購 入 実 績  

備 考 
 

 

単価 

 

金  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 使用できなくなった理由 

 （記載例）委託事業により取得した物品は、善良な管理者の注意をもって管理していたが、

・・・により故障し、製造会社に修理を依頼したところ別添のとおり修理不能との回答があ

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式２） 

 【物品標示例】 

         物品標示票     

    

    

    

    

    

 委託事業名 令和８年度所有者不明森林等

の集約化・境界明確化普及資料

作成業務 

 品   名  

 物 品 番 号  

 取得年月日 年  月  日 

 備   考  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別記様式３） 

  【物品管理簿例】                                                                

 
 品 名 

 

 
 規格 

 

 
員

数 
 

購入金額  
使 用 目

的 
 

 
取 得 年 月

日 
 

耐 用 
 

年 数 

 
保 管 場

所 
 

事 業 終
了 

後 の 措
置状況 

 
備考 

 
 

単
価 

 

金
額 

           

           

           

           

           

 （注）取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日を、耐用年数欄には減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に規定する耐用年数を、事

業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等（国へ引渡し、継続使用、

廃棄等）を記載すること。 

      備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別記様式４） 

継 続 使 用 申 出 書 

番 号  

年 月 日  

 

 支出負担行為担当官 

  林野庁長官       殿 

 

                     （受託者） 

                       住 所 

                        氏 名 

 

 令和 年 月 日付け契約の令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作

成業務により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。 

 

記 

 

１ 継続使用を要する物品 
 

品  目 

 

 
規 格 

 

 
数量 

 

 
購入年月日 

 

 
耐 用 年
数 

 

購 入 実 績  
備 考 

 
 

単価 

 

金  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 同種の事業の目的・事業内容 

（１）目的  

  （記載例）令和８年度所有者不明森林等の集約化・境界明確化普及資料作成業務の目的は

・・・とされており、引き続き実施する事業も・・・を目的としており、同じ事業目的

です。 

（２）事業内容 

（記載例）引き続き実施する事業は、・・・を分析し・・・を解明することとしていま

す。 

 

３ 継続使用を要する理由 

 （記載例）上記２（２）の事業内容では、・・・の過程において○○を使用することが不

可欠であるため 

 

（注）継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。 



 

 

（別記様式５） 

収 益 納 付 報 告 書 

番 号  

年 月 日  

 

 支出負担行為担当官 

  林野庁長官       殿 

 

                     （受託者） 

                       住 所 

                        氏 名 

 

 令和 年 月 日付け○第○○号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したと

ころ、収益を得たことを報告します。 

 なお、収益額は、指示により国庫に納付します。 

 

記 

 

１ 収益を得た物品 
 

品  目 

 

 
規 格 

 

 
数量 

 

 
購入年月日 

 

 
耐 用 年
数 

 

購 入 実 績  
備 考 

 
 

単価 

 

金  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 売払処分等年月日 

  令和 年 月 日 

 

３ 売払処分等の金額 

         円 

 

４ 売払処分等の種別 

  売払い又は賃貸借 

 

 

 

 



 

 

（別記様式６） 

収 益 納 付 指 示 書 

番 号  

年 月 日  

 

（受託者） 

  住 所 

  氏 名               殿 

 

支出負担行為担当官  

林野庁長官  

 

 

 

  令和 年 月 日付け○第○○号をもって報告のあった収益納付について、収益金相当

額金     円の納付を指示します。 

  なお、納付金は、別途歳入徴収官の発行する納入告知書により納入してください。 
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